
「金融と福祉の連携について」
～金融包摂モデル事業～

令和７年８月
西脇市福祉部
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★西脇市の現状 高齢者人口と認知症高齢者数の推移

年度
令和５年度
（2023年）

令和６年度
（2024年）

令和７年度
（2025年）

総人口 ※１ 38,551人 37,978人 37,447人

高齢者人口 （65歳以上）
※１

13,179人 13,093人 13,006人

介護保険認定者数 ※２ 2,763人 2,796人 2,868人

認知症高齢者数 ※２

（日常生活自立度Ⅱa以上）
1,548人 1,489人 1,585人

高齢者人口に占める
認知症高齢者の割合

11.75% 11.37% 12.19%

ＭＣＩ（軽度認知障害）
高齢者数（推計） ※３

2,042人 2,029人 2,015人

※１ 各年４月１日現在 ※２ 各年度３月末現在
※３ MCI（軽度認知障害）高齢者数：高齢者人口の15.5％で推計 資料：長寿福祉課



３

●認知症相談センターの開設（市内７か所） ●もの忘れ相談会の実施（年２回 ７月・11月）
●認知症ケアネットの普及 ●認知症高齢者等位置情報提供事業
●認知症初期集中支援推進事業 ●認知症カフェの開催（市内７か所）
●認知症家庭支援訪問介護事業

●あんしんはーとねっと事業
協力事業所(令和７年６月１日現在:138事業所)の連携による
①見守り機能＋②発見機能（SOS利用事前登録）

★認知症に対する西脇市の施策

事 業 所 名

㈱みなと銀行 西脇支店

㈱三井住友銀行 西脇支店

㈱但馬銀行 西脇支店

兵庫県信用組合 西脇支店

中兵庫信用金庫 西脇支店

近畿労働金庫 北播支店

みのり農業協同組合

【金融機関】
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支援・相談

情報提供

FIS
提供

モデル事業の目指す姿とゴール
福祉×金融の目指す姿

4

高齢者

金融機関 自治体・福祉

家族

社会包摂のための新たな金融サービス（FIS=Financial Inclusive Service）を共同開発

金融機関職員が認知機能低下が疑われ
る高齢顧客を発見し、自治体・福祉関
係機関に対して顧客情報を提供するに
際し、社会福祉法「重層的支援体制整
備事業（支援会議）」等の仕組みを活
用することで法的な安全性を担保した

連携スキームを構築すること

来店 相談

発見 支援

情報提供

見守り協定 ・警察

資料：慶應義塾大学経済学部附属経済研究所 ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター
特任講師 尾川宏豪氏



包括的相談支援事業

相談支援

高齢
地域包括支援センター運営事業

子育て
・利用者支援事業
・地域子育て相談機関設置事業
・子育て応援ライフプラン事業
・妊婦等包括相談支援事業

・各分野の既存事業による相談支援
・案件に応じて多機関協働事業につなぐ
・上記以外からのつなぎも想定される

①情報収集（支援ニーズがある者の発見）
②訪問、関係性の構築
③支援プラン（アウトリーチ）の作成（重層的支援会議へ諮る）
④プランの決定、プランに基づく支援の実施
⑤終結（見守りや伴走を継続）

アウトリーチ等を通じた継続的支援事業
【重層的支援会議】
・プランの適正性の協議
・プラン終結時の評価
・社会資源の充足状況の把握と開発に向けた検討

①プランの決定、プランに基づく支援の実施
②終結（見守りや伴走を継続）

困窮
生活困窮者自立支援事業

①支援方針の検討に必要な情報収集
②支援プラン（多機関協働）の作成
※必要に応じてアウトリーチ、参加支援を活用

多機関協働事業

参加支援事業

地域づくりに向けた支援

【各分野の既存の事業を生かした取組み】

【支援会議】
本人同意が得られていないケースについて
・関係機関で情報共有
・見守りと支援方針の理解
・緊急性がある事案への対応

障害
障害者相談支援事業

高齢
・地域介護予防活動支援事業
・生活支援体制整備事業

参加支援

障害
障害者地域活動支援センター
運営補助事業

困窮
生活困窮者支援等のための
地域づくり事業

子育て
地域子育て支援拠点事業

地域づくり事業

・課題に対応した地域づくり ・相談支援等のニーズのつなぎ

情報共有

・地域活動への参加
・支援メニューとしての社会資源の提供

支援依頼（つなぎ）

※戻す場合もあり

西脇市重層的支援体制整備事業 概要図

【支援メニューの充実】
・既存の社会資源の活用方法の拡充
・新たな社会資源の開拓

連携型

本人同意ありの場合

法第106条の４第２項第１号

法第106条の４第２項第４号

法第106条の４第２項第５号

法第106条の４第２項第２号
法第106条の４第２項第３号

5

守秘義務

法第106条の６
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発見・連携における検討課題
金融機関のもやもやにどう応えるのか

6

発見 連携

どのような人
を連携したら
いいのか？

本人や家族か
らクレームが
来ないか？

個人情報保護
法違反になら
ないか？

連携後はどう
なるのか・ど
うするのか？

気づきシート活用で理解向上
本人特定情報（氏名・連絡先・状況）で十分

AIアプリの活用も視野

自治体側の今後の課題

FISの共同開発支援会議ガイドライン→生活困窮者自立支援法ガイドライン先行で改正

金融分野ガイドライン→長寿社会に相応しいルールへ金融庁に改正要望

支援会議では情報源は秘匿

高齢社会対策大綱（個人情報保護
法の適用除外となる重層的支援体
制整備事業の支援会議の枠組みに

金融機関の参加を促進）※

※p31～32参照。https://www8.cao.go.jp/kourei/measure/taikou/pdf/p_honbun_r06.pdf

資料：慶應義塾大学経済学部附属経済研究所 ファイナンシャル・ジェロントロジー研究センター
特任講師 尾川宏豪氏
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★金融と福祉の連携強化に向けて

令和７年８月６日（水）
講演会・第１回金融と福祉の連携会議を同時開催！

市内の金融機関・地域包括支援センター・障害者基幹相談支援センター
福祉関係事業所・西脇市社会福祉協議会・行政が、一堂に会して、顔の見
える関係づくりから相互の連携へ！

内閣府が進めるＳＩＰ（戦略的イノベーション創造プログラム）の一つである
金融包摂モデル事業に取り組む慶応義塾大学 駒村康平教授と尾川宏豪
特任講師による講演会

連携

金融

機関

社会福祉

協議会

行 政

福祉関係
事業所

障害者基幹相
談支援センター

地域包括

支援センター


